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１．地方自治法第１２１条の規定により会議事件の説明のため出席を求めるものは次のと

おりである。 

町 長 西  谷  信  夫  君 

副 町 長 田  中  雅  和  君 

教 育 長 増  田  千  秋  君 

総 務 部 長 久野村  観  光  君 

健 康 福 祉 部 長 光  嶋    隆  君 

建 設 事 業 部 長 野  田  泰  生  君 

教 育 部 長 黒  川    剛  君 

総 務 課 長 清  水    清  君 

企 画 財 政 課 長 奥  谷    明  君 

税 住 民 課 長 長谷川  みどり  君 

介 護 医 療 課 長 廣  島  照  美  君 

健 康 児 童 課 長 立  原  信  子  君 

建 設 環 境 課 長 垣  内  清  文  君 

プロジェクト推進課長 山  下  仁  司  君 

産 業 観 光 課 長 木  原  浩  一  君 

上 下 水 道 課 長 青  山  公  紀  君 

会計管理者兼会計課長 馬  場    浩  君 

社 会 教 育 課 長 岩  井  直  子  君 

 

１．職務のため出席した事務局職員は次のとおりである。 

事 務 局 長 村  山  和  弘  君 

庶 務 係 長 岡  﨑  貴  子  君 

────────────────────────────────────────── 
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開  会   午前１０時００分 

○議長（田中 修） 皆さん、おはようございます。 

  それでは、ただいまの出席議員は１２名であります。定足数に達しておりますので、

ただいまから平成３０年第１回宇治田原町議会定例会を開会いたします。 

  これより本日の会議を開きます。 

────────────────────────────────────────── 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（田中 修） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、１番、谷口重和

君と１０番、今西久美子君を指名いたします。 

  以上の両名に差し支えのある場合には、次の順序の議員にお願いをいたします。 

────────────────────────────────────────── 

◎会期の決定 

○議長（田中 修） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

  お諮りいたします。本定例会の会期は本日から３月２９日までの２５日間といたした

いと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 異議なしと認めます。よって会期は本日から３月２９日までの

２５日間と決定しました。 

  会期中の予定については、お手元に配付の定例会日程表のとおりであります。 

────────────────────────────────────────── 

◎諸報告 

○議長（田中 修） 日程第３、諸報告を行います。 

  会議規則第１２９条の規定により行われました議員派遣につきましては、お手元に配

付したとおりでございます。また、議長において受理いたしました陳情書２件につきま

しては、お手元に配付しているとおりでございます。 

  各議員におかれましては、十分にご高覧いただきますようよろしくお願い申し上げま

す。 

  次に、議会事務局長より報告をさせます。局長。 

○議会事務局長（村山和弘） おはようございます。 

  このたび、めでたく表彰をお受けになられました議員のご報告を申し上げます。 



６ 

  田中議長が町村議会議長として５年以上の在職により、多年にわたり議長として議会

の運営に当たり地方自治に尽くされた功績がたたえられ、去る２月２２日に開催されま

した京都府町村議会議長会第６８回定期総会におきまして、京都府町村議会議長会長表

彰をお受けになりました。 

  以上、心からお喜びを申し上げまして、ご報告といたします。 

○議長（田中 修） これで、諸報告を終わります。 

  ここで、町長より発言を求められておりますので、これを許します。町長。 

○町長（西谷信夫） 皆さん、おはようございます。 

  ３月議会定例会開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

  ことしの冬は特に北陸地方で記録的な大雪となるなど、厳しい寒さが続いておりまし

たが、ようやく春の訪れを感じる季節となってまいりました。 

  議員各位におかれましては、ご健勝にてご活躍のことと心からお喜びを申し上げます。 

  また、先ほどは議会事務局長よりご報告がございましたが、このたび多年にわたり議

長として議会の運営、また地方自治に尽力されたご功績により、田中修議長におかれま

しては、京都府町村議会議長会長表彰を受賞されましたことに、心よりお喜びを申し上

げますとともに、今日まで積み重ねてこられましたご功績に対しまして、心から感謝と

敬意を表する次第です。今後とも、地方自治の発展、ひいてはふるさと宇治田原町の発

展のため、なお一層ご尽力を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

  また、昨日は、お茶の京都博、宇治田原町エリアイベント全国茶香服大会を、町内関

係者のご協力のもと、全国内外各地から多くの参加者を迎える中、盛大に開催できまし

たことに、心から感謝とお礼を申し上げる次第でございます。 

  本町では、今後ともお茶の京都を継承し、観光によるまちづくりの推進に取り組んで

まいりたいと考えておりますので、引き続きご理解とご支援をよろしくお願いを申し上

げます。 

  本日は、平成３０年第１回宇治田原町議会定例会を招集させていただきましたところ、

議員各位におかれましては、公私とも大変お忙しい中、ご参集を賜りまして、ここに開

会できますことを心から厚くお礼を申し上げます。 

  開会に当たりまして、平成３０年度において宇治田原町政の推進に臨みます所信の一

端を述べさせていただき、議員各位並びに住民の皆様方のご理解とご協力を賜りたいと

存じますので、よろしくお願いを申し上げます。 

  私は、平成２５年２月に宇治田原町長に就任させていただき、さらに昨年には、多く
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の住民の皆様からのご支援によりまして再びご信託を賜りました結果、町長として通算

５年にわたり町政を担わせていただいてまいりました。 

  今日まで大過なく町政を進めてまいることができましたのも、議員各位をはじめ、住

民の皆様から賜りました温かいご理解とご支援、そして町職員の努力の積み重ねと、深

く感謝申し上げる次第であります。 

  この間、私は、未来に希望と責任を持てる、住民も行政も心を一つに「好きやねん 

うじたわら」と言っていただけるまちづくりを、きずなでつくり上げていくことが最重

要であると一貫して申し上げてまいりました。 

  この信念は今後も不変であり、引き続き京都府政との協調を深める中、この宇治田原

町のさらなる発展と１万住民の皆様の幸せのため、粉骨砕身努めてまいる決意を新たに

しておりますので、皆様方の一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げる次

第でございます。 

  ここで、平成３０年度の町政運営に当たって、昨年に２期目のご信託をいただくに当

たり住民の皆様にお約束させていただいた最重要三本柱への思いを最初に申し述べさせ

ていただきます。 

  道づくり、すなわち都市計画道路宇治田原山手線の整備。そして、拠点づくりとして、

役場新庁舎の建設事業。さらには、未来づくりとして、人口減少対策と移住・定住対策

の推進。 

  平成３０年度予算案におけるこれら三本柱に関連する施策については、後ほど第５次

まちづくり総合計画に掲げるまちづくりの目標に沿って申し上げますが、三本柱の取り

組みをさらに加速化させ、そして３０年先、５０年先に本町に住んでいただく方の未来

に向けた施策を軌道に乗せる、これが、２期目２年目の私に課せられた達成すべき大き

な一里塚であると認識しているところであります。 

  これまで常々申し上げておりますとおり、これら三本の柱は、それぞれの取り組みが

連関することにより、足し算ではなく掛け算の相乗効果を発揮することが肝要でありま

すことから、どの取り組みも欠けることなく一体的に進めてまいる決意をこの場で皆様

にお伝えさせていただきます。 

  次に、平成３０年度予算全体に対する考え方ですが、現在、国政においては第

１９６回通常国会が開会されており、安倍内閣が掲げる働き方改革、人づくり革命、生

産性革命といった経済政策をはじめとする予算や政策の審議が継続されていることから、

まずはその動向を注視し、本町への影響を検証いたしますとともに、国及び府における
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広域的施策への連携、対応をしっかりと図ってまいります。 

  日本経済は２８年ぶりとなる８四半期連続のプラス成長となり、物価もマイナス圏を

脱するなど、デフレ脱却に向けた回復の兆しを見せつつあると言われていますが、一方

で、我々地方の立場にあってはいまだその途上に感じられるところであります。 

  本町の財政状況につきましても、歳入における町税や地方交付税等の一般財源の大幅

な増加を見込むことが困難な中、引き続き経常経費や社会保障費の増加が見込まれます

とともに、今後の大型建設事業の実施により中長期的にはさらに厳しい状況へと向かう

見通しとなっています。 

  一方で、地域の創生、そして自治体間競争の流れにあっては、本町が第５次まちづく

り総合計画に掲げる持続可能なまちづくりを進めるためには、後ほど具体的に申し述べ

ます就業や町内企業への支援等による将来的な税収と財源の確保のほか、みずから行財

政改革に取り組むことで、住民の皆様にとっての重要度を見定めた施策展開を図ってい

かなければなりません。 

  こうした中、平成３０年度においては、さきに述べました三本柱に位置づける大型の

整備事業がいよいよ目に見えて動き出すことを踏まえ、また、三本柱のみならず、本町

の将来を定めるための長期的な指針第５次まちづくり総合計画及び人口減少の克服と地

域創生のためのまち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げるさまざまな施策をさらに加速

化させるため、国政、府政、そして社会経済情勢の動きにも機敏に対応する過去最大規

模の当初予算案を編成したところでございます。 

  それでは、平成３０年度の主要な施策について、第５次まちづくり総合計画に掲げる

４つのまちづくりの目標及び２つの行政の基本姿勢に沿って申し上げます。 

  まず、住民の健康を守るため、保健・医療体制の充実を図るとともに、暮らしの不安

要因を減らし、安心して暮らせるまちづくりを推進する「健やかに安心して暮らせるま

ち」であります。 

  幾つになっても健康で長生きできる、いわゆる健康寿命を延伸することは本町におい

ても喫緊の課題であります。 

  健康づくりは住民の皆様一人一人がそのライフステージに応じ、各自の健康意識に基

づいて取り組むべき課題ではありますが、一方で、社会全体で健康づくりを積極的に支

援する環境づくりが重要です。このため、引き続き町が行う各種健康事業や健康診査へ

の参加を促すための応援ポイントキャンペーンを実施する中で、運動と食事の重要性を

再認識し、ウオーキングの習慣化を促すための啓発イベントの開催や、これまでに町が
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作成した地産地消の健康食の普及啓発等による食育の推進に努め、みずからの健康はみ

ずからの手でという意識の高揚と健康増進を図ってまいります。 

  一方で、高齢化の進展に伴い、介護予防や生活支援のニーズが一層高まりますととも

に、認知症対策の取り組みが求められています。 

  ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯、認知症高齢者が住みなれた地域で自分らし

い暮らしを続けることができるよう、引き続き地域全体で高齢者を支える介護予防事業

等に取り組みますとともに、認知症対策として専門的な知識・技能を有する医師等によ

る認知症初期集中支援チームを立ち上げ、対象となる高齢者やその家族に対する包括的

な支援を開始してまいります。 

  また、障がい者が住みなれた地域社会で自立した生活と自己実現を図ることは大きな

願いであります。このため、居宅介護や通所などの障がい福祉サービスのほか、コミュ

ニケーション支援や移動支援などの実施により、障がい者の自立と地域生活を支援して

いきますとともに、障がい者が必要な情報を手に入れ、また相談ができるよう、町によ

る相談体制に加え、町内の社会福祉法人が専門的・広域的なサービス調整と相談支援事

業における基幹的な役割を果たすための支援を行い、障がい者の地域での安心と生活の

向上を推進してまいります。 

  地域福祉においては、引き続き社会福祉協議会や民生児童委員協議会の活動への支援

により、地域ぐるみでの支え合いを進めてまいります。 

  また、国において自殺対策における地方公共団体の責務を定めた自殺対策基本法に基

づき、本町の実情に応じた自殺対策計画を新たに策定してまいります。 

  暮らしの安心と安全は、私が常々申し上げております「好きやねん うじたわら」と

皆様に言っていただくための大きな前提であり、私のまちづくりにおける信念の一つで

あります。 

  まず、生活の安心のために何よりも重要になるものは情報でありますことから、防災

マップの改訂と住民の皆様への周知に努めますとともに、平成２７年度に策定した情報

伝達システムの整備に係る基本構想に基づき、新たな情報伝達システムの整備を進めて

まいります。 

  また、町だけでなく、住民みずから、そして住民同士による取り組みである自助・共

助・公助、さらには、近所同士の助け合いである近助。災害時のみならず平時において

も、これらを組み合わせた安全対策が重要となりますが、その礎となるのが地域の防災

力の強化であることは申すまでもございません。 
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  本町では地域の安心・安全の担い手であります消防団のほか、町内の全ての区・自治

会で、自分たちの地域は自分たちで守るという自覚と連帯感を実践する自主防災組織を

組織いただいているところでございますが、引き続きその活動や資材に関する支援を行

ってまいります。 

  また、関係機関が連携・協力することで、地域住民の防災意識の高揚を図り、災害に

強いまちづくりを目指すため、引き続き土砂災害、豪雨、地震に対する総合的な訓練を

実施いたします。 

  さらに、防犯面での安全性を高めるため、引き続き地域での自主防犯活動への支援を

行いますとともに、計画的な町公用車へのドライブレコーダーの搭載等とあわせて、交

通安全対策はもとより、総合的な犯罪の抑止と未然防止に寄与してまいります。 

  次に、きれいな水や豊かな緑に恵まれた自然環境を守り育てるとともに、広域交通と

連携のとれた町内交通の利便性の向上や、道路、生活環境などの基盤が整備された便利

で快適なまちづくりを推進する「便利で快適に過ごせるまち」であります。 

  冒頭にその強い思いを申し上げましたとおり、便利で快適なまちの基本となる道づく

りと拠点づくりは、最重要三本柱に位置づける本町の重要な課題であります。 

  かねてより申し上げておりますとおり、平成３５年度に予定される新名神高速道路の

開通は、本町の将来とまちの構造に劇的な変化と飛躍をもたらす可能性を秘めており、

このインパクトを最大限に活用するための都市基盤整備を積極的に進めていくことが、

何よりも重要であります。 

  私がまちづくりの一丁目一番地と位置づける都市計画道路宇治田原山手線の整備につ

きましては、昨年に京都府において、贄田及び立川地区にまたがる新市街地までを当面

の第１期整備区間として予算化を図っていただき、また、国道３０７号以北についても、

西日本高速道路株式会社への工事委託のもと整備を進めているところであります。 

  引き続き、京都府をはじめとする関係機関と協議を重ね、また、協調を強めながら、

住民の安心・安全のための必要不可欠な道路として悲願であります早期の全線開通に向

け、都市計画道路宇治田原山手線の早期完成を求める住民会議の皆様とともに、官民一

体となった「オールうじたわら」での取り組みを強力に進めてまいります。 

  次に、役場新庁舎の建設事業につきましては、一本目の柱に掲げる都市計画道路宇治

田原山手線の整備とあわせ、本町の土地利用構想とまちづくりの根幹をなす事業であり、

ここで、改めてその推進にかける思いを申し述べさせていただきます。 

  これまで、さまざまな観点から、その建設位置や土地利用計画、施設配置計画、事業
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手法等を検討し、新庁舎建設基本構想並びに同基本計画を策定し、事業を進めてきてい

るところです。これら構想等に掲げておりますとおり、新庁舎は災害対策活動の拠点や

住民サービスの向上のため、必要不可欠なものであります。 

  また、建設地については、第５次まちづくり総合計画の土地利用構想で定めた新都市

創造ゾーン中において、公共・公益施設等の住民サービス機能と産業・工業機能の集積

を図るシビック交流拠点の町道南北線の延伸部と都市計画道路宇治田原山手線の交差点

に面する場所とすることにより、山手線の整備とそれによる都市機能を牽引する極めて

重要な旗印ともなり得ることから、事業を速やかに、かつ強力に推進することが必要と

考えております。 

  こうしたことから、平成３２年度の供用開始を目指し、平成３０年度は実施設計や用

地造成等の建設事業を本格化いたしますとともに、並行して、隣接地には住民の皆様の

日常的な憩いの場として、そして災害時の緊急避難場所としての機能をあわせ持つ都市

公園の整備を推進してまいります。 

  一方、道路施設等についてでありますが、住民生活の利便性・快適性の確保と安全で

災害に強い道路整備を計画的に進める観点から、引き続き町道の整備改良と橋梁等の長

寿命化修繕に取り組みますとともに、新都市創造ゾーンと既存集落とを結ぶ連絡道路の

整備も推進してまいります。 

  また、鉄軌道のない本町においては、住民の生活の足となる公共交通の充実が大変重

要です。有識者や住民代表による地域公共交通会議にて交通体系の対策、検討を進めた

結果、昨年８月には、これまで高齢者等を対象としていた福祉バスについて、誰でも無

料で利用可能な町営バスとして運行を開始したところですが、平成３０年度も町営バス

のさらなるルート拡充のほか、地域住民により運行するコミュニティバスやバス事業者

による路線バスとあわせた利用推進を図りますとともに、今後も、関係者を交えた場で

公共交通体系の対策について協議を進め、本町の地域事情に応じた、より便利で使いや

すい生活交通ネットワークの構築を進めてまいります。 

  本町の美しい緑に囲まれた豊かな自然環境は、他市町村にはない貴重な資源であり、

みんなで守り、次代に引き継いでいかなければなりません。 

  このため、環境保全に取り組む上での共通の環境像や理念を示す環境保全計画のもと、

その推進主体であるエコパートナーシップうじたわらの活動を支援し、持続可能な社会

づくりを進めます。 

  住民の皆様の日々の生活を支えるライフラインについては、将来にわたる安心・安全
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な飲料水の確保のため、引き続き、第５次まちづくり総合計画における土地利用の形成

方針等に基づく給水区域の拡大を含めた経営戦略を定め、適切な送配水管等の整備に取

り組みますとともに、水環境の保全と快適な生活環境の創出のため、計画的に下水道整

備を進めてまいります。 

  次に、人口流出に歯どめをかけるため、地域の歴史・文化、茶を核とした地域資源を

活用しながら、産業振興や観光交流、雇用の場の創出につなげ、多様な世代でにぎわう

まちづくりを推進する「活気にあふれる交流のまち」であります。 

  最重要三本柱にも位置づける人口減少対策は、本町の重要な課題であります。本町の

ことを知っていただき、住んでいただく。移住対策はもちろんのこと、今現在このまち

に住んでいただいている方を含め、定住対策を総合的に展開してまいります。 

  第５次まちづくり総合計画の将来像には、「やすらぎ・ぬくもり・ハートのまち」を

掲げております。都会に意外と近く、町内もコンパクトな近さがあり、そして、何より

も住民同士が、人と人とが近いハートフルなまちであること。これまでも、こうした本

町のいいところを内外に発信するパンフレットを作成し、発信を行っているところであ

りますが、平成３０年度は他市町村にない強みとハートのまちのブランド化を図り、さ

らなるプロモーションを加速化させます。 

  まず、町内におきましては、民間のハートのまちＰＲによるシティプロモーションの

好循環の流れを加速化するため、関連商品等への支援制度を創設いたしますとともに、

これまで本町へのふるさと納税におけるお礼特産品「お返しギフト」に協力いただいた

町内店舗等との連携のもと、来訪者によるツイッター、インスタグラム等のＳＮＳ発信

を促進するための仕掛けづくりを行います。 

  また、本町への移住を希望する方には、まず本町での暮らしや地域性を実際に体験い

ただくことが、その後の定住においても非常に重要となりますことから、地域とも協

力・連携する中で、空き家を活用した移住希望者向けのお試し住宅の整備と仕組みづく

りを進めます。 

  なお、空き家等に関する施策につきましては、このお試し住宅のほか、平成２９年度

に策定の空家等対策計画に基づき、空き家を活用する移住者・事業者等への支援制度を

さらに充実いたしますとともに、そのまま放置すれば倒壊等の著しく保安上危険となる

おそれのある特定空き家等の未然防止や対応を含め、空き家に関する総合的な対策を進

めてまいります。 

  本町の強みのプロモーションは、そのターゲットを明確にして発信していかなければ
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なりません。このため、これまで進めてきた、そしてこれから進める本町の移住・定住

施策に関する情報発信とブランディング強化を図ることで、一体的な都市圏へのプロモ

ーションを進め、知名度の向上、そして移住・定住を強力に推進してまいりたいと考え

ております。 

  また、活気にあふれる交流のまちの実現には、観光振興計画に基づく「住んでよし、

訪れてよし」のまちづくりを進めることが不可欠であります。平成２９年度には、京都

府において宇治茶をテーマに景観維持や産業振興、文化の発信などを進めるお茶の京都

事業のターゲットイヤーとして、本町のみならず京都府南部地域でさまざまなエリアイ

ベントが行われたところですが、こうした交流への機運を一過性のものとしないため、

本町において観光交流にかかわる方々に参画いただく観光まちづくり会議を中心として、

本町の地域性に合わせ、観光魅力の創出、情報発信を進めてまいります。 

  一方、日本遺産に登録され、また、お茶の京都における重点的交流拠点に位置づけら

れた湯屋谷地域、そして本町の西側の玄関口の西ノ山集団茶園。本町では、これら２カ

所をお茶の京都交流拠点として整備を進めてまいります。 

  平成３０年度は、交流拠点を活用した観光まちづくりを加速化するため、西ノ山集団

茶園の茶畑展望施設の整備をさらに進めますとともに、湯屋谷地域の茶工場リノベーシ

ョン施設においても地域のにぎわいの創出にも資するよう、地域住民による主体的な管

理運営を支援してまいります。 

  また、湯屋谷地域のお茶の京都交流拠点への路線バスの延伸や町内観光資源への観光

周遊バスの運行等とあわせ、町内の観光周遊性を高めることを狙いに、本町の歴史の道

の一つである家康伊賀越えの道における散策コースを整備いたします。 

  また、日本緑茶発祥の地をはじめとする本町の地域ブランドのさらなる発信と交流に

つなげるため、これまでよりかかわりのある中国雲南省とお茶をテーマとした交流を継

続いたしますとともに、新たに（仮称）国際交流推進会議を設置し、英語圏をはじめと

する多様な国際交流事業につなげてまいりたいと考えております。 

  また、移住・定住のためには、居住地の近くに働く場があること、そして、町内企業

への就業の促進が必要です。まず、入り口として京都ジョブパーク、ハローワーク等の

専門機関と連携を図りながら、町内企業と求職者の接点をふやすための取り組みを進め

ますとともに、引き続き町内事業者に対して町内在住者を正規雇用した場合や町外から

の移住に係る経費等への支援を行うことで、総合的な町内雇用の促進を図ります。 

  また、中小・小規模企業者への生産拡大等への支援を継続するほか、新たに町内にお



１４ 

いて新規創業する個人・法人への創業経費に対する町独自の支援や、京都府制度のもと

空き家等を活用した起業への支援を開始することで、町内における企業の成長と新たな

事業の創出につなげてまいります。 

  一方、本町の主産業である農業、そして林業の振興は重要な課題でありますことから、

優良な農地の確保・保全に向けた農業振興地域整備計画の改定に着手いたしますととも

に、農林業の生産性の向上及び近代化の促進、農林業者の経営改善及び共同化等を推進

してまいります。 

  また、日本緑茶発祥の地としての歴史や、宇治茶ブランドを支える一大産地としての

宇治田原町を町内外に広く発信していくため、高級茶の生産には欠かせない茶園の被覆

棚に対する支援や既存集団茶園の再造成など、地場産業のさらなる振興を図ってまいり

ます。 

  有害鳥獣対策につきましては、引き続き狩猟免許取得等への支援や被害防止、駆除事

業を行いますとともに、野猿による被害に対しては追い払い等のほか、モンキードッグ

の先進実施地への視察研修を新たに行うなど、総合的かつ効果的な取り組みを進めてま

いります。 

  また、森林整備事業の推進のため、新たに森林所有者等が行う森林境界の明確化に対

する支援を行うほか、町内森林資源の有効活用と地域活性化のため、林業関係者や団体

とともに木の駅プロジェクトの実現に向けた調査・研究にも取り組んでまいります。 

  次に、子どもを産み育てる環境と教育環境の充実をはじめ、人間性豊かな成長や暮ら

しの充実を図るとともに、共生の心を育むまちづくりを推進する「子育てと学びを応援

するまち」であります。 

  本町における地域の創生と人口減少対策のため、総合計画、総合戦略それぞれに共通

するまちづくり戦略において、出生率を向上するための施策展開を掲げております。引

き続きこれら戦略に基づき、出産や子育てに関する不安を解消するための切れ目のない

支援や負担軽減への取り組みと特徴のある教育プログラムの実施により、子どもの可能

性を伸ばす環境づくりを進めてまいります。 

  本町では、子どもはまちの未来であるという子ども・子育て支援事業計画の基本理念

に基づき、さまざまな子育て支援、少子化対策事業を進めているところです。 

  本町における子育て支援の核となる地域子育て支援センターにおいては、引き続き、

母子保健と連携した妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない包括的な支援を進

めますとともに、子育て家庭の個別ニーズに応じた情報提供や相談のほか、あそびの広
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場、おでかけ広場などの身近な場での参加型事業を行ってまいります。また、子育て中

の保護者が学ぶための講座などを充実することにより、地域での全員参加による子育て

の輪を拡大してまいります。 

  一方、国において働き方改革が強く打ち出されている今、本町だからこそできるきめ

細やかで手厚い保育を進める必要があります。町立保育所あゆみのそのにおいては、昨

年には敷地内に一時保育室等のスペースを確保する園舎を増築したところですが、安全

な保育の実施と子どもたちの健全な成長のため園庭等の必要な整備を進めるなど、引き

続き保育のさらなる充実を図ってまいります。 

  小学校就学後の児童を対象とする学童保育につきましては、これまでに整備を進めて

きた育成施設において、子どもたちが心身健やかに育成されるよう運営体制の充実に取

り組んでまいります。 

  また、子育ての負担軽減のため、引き続き本町独自におむつ等の育児用品の購入費用

への支援や保育料の軽減を行うほか、中学校終了までの児童生徒を対象とする子育て支

援医療費について、府制度を上回る自己負担額への支援を行います。 

  少子化対策事業の企画立案と実践に向けては、引き続き庁内若手職員によるプロジェ

クトチームと関係機関・団体とが連携した取り組みを進めてまいります。 

  なお、子ども・子育て支援事業計画については、平成３１年度において、これまでの

取り組みを踏まえた新たな計画を策定するため、先行し、子育て世代への意識調査等を

実施いたします。 

  特徴のある教育プログラムの推進と、誇りを持ってふるさとを語れる子を育成するこ

とは、移住・定住にもつながる非常に重要な視点でありますことから、学校教育と社会

教育を通じ、このまちで生まれ育つ子どもたちへ、そして、あらゆる世代の住民の方々

にふるさとへの愛着と誇りを醸成してまいりたいと考えております。 

  引き続き、本町ならではの特色ある教育として、寺子屋「うじたわら学び塾」を開設

し、町内の大学生・高校生をはじめとする地域ぐるみでの学びを推進してまいります。

学校教育においては、地域学習をはじめとして小学校から中学校までの義務教育９年間

での連続性のある教育により、児童生徒の学力の充実を図ってまいります。 

  また、小中学校における教育環境の改善と安全性の確保に取り組むほか、両小学校に

おいて、平成２９年度に引き続き、国からのモデル受託事業としてカリキュラム・マネ

ジメントの研究、実践を進めます。 

  子どもの通学手段の確保と町独自の支援、経済的な支援が必要な家庭への支援制度を
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適切に実施するほか、全国に誇れる本町の安心・安全な給食の提供と食育の推進のため、

学校給食共同調理場の着実な運営に取り組んでまいります。 

  生涯学習については、住民一人一人が生涯の各時期に応じた内容をみずから選択し、

学習できるよう、多様な情報提供に努めますとともに、関係機関、人材の連携・ネット

ワークを強化し、生涯学習講座グリーンライフカレッジをはじめとする学習機会の提供

を進めます。 

  また、地域資源を生かした社会教育の場として、奥山田ふれあい交流館の敷地におい

て、奥山田地内から採掘された化石をテーマとした体験学習スペースに加え、多世代の

住民や来訪者の憩いの場となる公園を一体的に整備いたします。なお、これら施設の運

営に当たっては地域活性化に資することを狙い、地域住民のほか大学生等との連携を進

めてまいります。 

  以上、第５次まちづくり総合計画に掲げるこれら４つのまちづくりの目標に加えまし

て、まちづくりの目標を推進するに当たって共通する２つの行政の基本姿勢に基づき、

庁内の関係各課が密接な連携を図りつつ、さまざまな施策を積極的に実施してまいりた

いと考えております。 

  各施策の推進に当たっては、今年度、外部有識者等の意見を踏まえて策定を進めてま

いりました第６次行政改革大綱及び同実施計画に基づき、その改革に向けた３つの柱で

ある健全な財政運営、行政課題に応じた組織の構築と人材の育成、住民満足度の向上に

つながる行政サービスの提供、これらの取り組みを着実に進めることが必要と捉えてお

ります。 

  このため、同大綱に掲げる行政改革の考え方「チャレンジ精神と努力を積み上げ 明

日の宇治田原を拓く」というキャッチフレーズのもと、職員の主体性やチャレンジ精神

を高め、一人一人の能力、意欲、発想を生かし、効率的かつ効果的な行財政運営を加速

させたいと考えております。 

  なお、第５次まちづくり総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略に共通する、

平成３１年度までの具体的な施策群を位置づけたまちづくり戦略については、引き続き

外部有識者や地域住民による計画の評価、点検を行う体制を整え、施策の着実な実施と

中間年までの取り組み状況を踏まえたブラッシュアップに努めてまいります。 

  また、各計画に位置づける施策の進捗状況や成果を明らかにする的確な評価と、予算

との有機的な関連のあり方についても検討を進めてまいります。 

  なお、このまちづくり戦略をはじめとする総合計画、総合戦略の策定と、その推進を
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位置づけておりますのが、一昨年に町議会のご可決をいただき制定いたしましたまちづ

くり総合計画推進条例であります。本条例では、住民と町が協力しながらともに歩んで

いく、また、町が地域課題に対して責任を持ち主体的に公的な活動を行うことを前提と

しつつ、地域での自主的なつながりと活動を尊重し、また、協力して対応していくパー

トナーシップの構築という考え方をうたっております。 

  これは、私が常々申し上げております百万一心という言葉と、その信念を同じくする

ものと考えております。百万一心は、皆が力を合わせれば何事もなし得るという意味で

あります。まちづくりのあらゆる取り組みにおいて、地域の人たち同士のきずな、それ

を支える役場職員間のきずな、そして地域の人たちと役場職員とのきずな、この３つの

きずなをしっかり結び合い、その推進に努める。そして、「絆で輝く 未来を創る交流

のまち」を住民の皆様とつくり上げてまいります。 

  以上、これまで申し述べました諸施策、諸事業を推進するためには、行政だけの力で

完遂することはできず、議員各位をはじめ、住民の皆様方、本町にかかわる全ての方々

の協力が不可欠であります。私はその先頭に立って誠心誠意努力してまいることをこの

場で約束をさせていたただきたく存じます。 

  どうか今後の本町のまちづくりの推進に、なお一層のご理解とご支援を賜りますよう

お願いを申し上げまして、私の施政方針とさせていただきます。 

  なお、本日、ご提案させていただきます議案は、平成３０年度一般会計当初予算案を

はじめとする予算関係１２件、条例関係１５件、一般議案１１件、人事関係１件の合計

３９件及び報告１件でございます。 

  それぞれの議案内容につきましては、後ほど提案説明をさせていただきますが、どう

かよろしくご審議をいただきまして、ご可決、ご同意を賜りますようお願いを申し上げ

まして、開会に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申

し上げます。 

────────────────────────────────────────── 

◎報告第１号上程、専決処分の報告 

○議長（田中 修） 日程第４、報告第１号、和解及び損害賠償の額の専決処分の報告に

ついて報告を求めます。町長。 

○町長（西谷信夫） それでは、報告第１号につきましてご説明申し上げます。 

  報告第１号、和解及び損害賠償の額の専決処分につきましては、損害賠償の額を定め

ることについて、地方自治法第１８０条第１項の規定による議会の指定事項として２件
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の専決処分をさせていただきましたので、同条第２項の規定により報告をするものでご

ざいます。 

  まず、専決第１号は、平成２９年１１月２６日午後０時４０分ごろ、町職員の運転す

る軽トラックが京都やましろ農協宇治田原町支店敷地内から国道３０７号線に左折で進

入した際、積載物が落下し、対向車線を走行していた相手方車両の右側面に損害を与え

たものです。当事故に関しましては、職員が運転注意を怠ったことが原因であることか

ら、相手方と協議をいたしました結果、相手方車両の修繕費用として損害賠償額４８万

１，０００円で和解したものでございます。 

  次に、専決第２号は、平成２９年１１月９日午前８時４０分ごろ、相手方所有の乗用

車が大字荒木小字大地地内の町道郷之口鷲峰山線を走行中、道路側溝と舗装の段差によ

り道路側溝に接触し、タイヤホイールに損害を与えたものでございます。当事故に関し

ましては、道路維持管理の不備が一定部分認められますことから、相手方と協議をいた

しました結果、相手方車両の修繕費用の一部として、損害賠償額２万５，２００円で和

解したものでございます。 

  なお、今後とも職員に対する安全運転の励行と適正な道路維持管理に努め、さらに徹

底を図ってまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきますようよろしくお願い

を申し上げます。 

○議長（田中 修） これにて報告を終わります。 

────────────────────────────────────────── 

◎議案第３９号の上程、説明 

○議長（田中 修） 日程第５、議案第３９号、人権擁護委員候補者の推薦についてを議

題といたします。 

  提出者より提出理由の説明を求めます。町長。 

○町長（西谷信夫） それでは、議案第３９号につきましてご説明申し上げます。 

  議案第３９号、人権擁護委員候補者の推薦につきましては、現人権擁護委員の髙田美

智子氏の任期が本年６月３０日をもって満了となりますことから、法務大臣に対して同

氏を再度推薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の同意を求め

るものでございます。 

  髙田氏におかれましては、平成２４年７月から現在に至るまで人権擁護委員として、

またそのほかにも、宇治田原町いじめ防止対策推進委員、宇治田原町社会福祉協議会協

議委員としてもご活躍された経験によって培われた手腕を発揮し、人権問題に深い理解
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と認識のもと、積極的に取り組んでいただいており、人格が高潔にて地域の実情にも明

るく、高い識見をお持ちで、人権擁護委員として最適任者であることから、候補者とし

て引き続き推薦させていただきたいと考えております。 

  以上、よろしくご審議を賜り、ご同意いただきますようお願いを申し上げます。 

○議長（田中 修） 提案理由の説明が終わりました。 

  ただいま議題となりました議案第３９号につきましては、本日は説明にとどめ、質疑

は次回といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 異議なしと認めます。よって、質疑は次回とすることに決定しまし

た。 

────────────────────────────────────────── 

◎議案第１号～議案第１２号、議案第１５号、議案第１７号、議案第

２０号の一括上程、説明、質疑、委員会付託 

○議長（田中 修） 会議規則第３７条により、日程第６から日程第２０まで、議案第

１号から議案第１２号、議案第１５号及び議案第１７号並びに議案第２０号の１５議案

を一括議題といたします。 

  提出者より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（西谷信夫） それでは、議案第１号から議案第１２号、議案第１５号及び議案第

１７号並びに議案第２０号の１５議案につきましてご説明を申し上げます。 

  議案第１号、平成２９年度宇治田原町一般会計補正予算（第６号）につきましては、

国の補正予算の事業採択に伴い、新市街地連絡道路整備事業等を実施する経費を追加す

るとともに、各種事業の決算見込みなどに伴い補正するもので、補正額は６，７７０万

５，０００円を追加し、補正後の予算総額を４８億３，８２２万７，０００円とするも

のでございます。 

  まず、「第１表 歳入歳出予算補正」の歳入につきまして、その主なものをご説明申

し上げます。 

  町税では、固定資産税２，１００万６，０００円、軽自動車税８５万円を追加すると

ともに、町民税２７９万８，０００円、町たばこ税５３５万８，０００円を減額し、合

計で１，３７０万円を追加しております。 

  地方交付税では、普通交付税３，９８９万７，０００円を追加しております。 

  分担金及び負担金では、４，０２５万７，０００円を減額しております。 
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  国庫支出金では、防災安全交付金５，５００万円などを追加するとともに、児童手当

負担金４６６万９，０００円などを減額し、合計で４，５８０万７，０００円を追加し

ております。 

  府支出金では、国土調査費補助金２，１００万円などを追加するとともに、福祉医療

助成事業費補助金（障がい者）３７６万８，０００円などを減額し、合計で８４７万

３，０００円を追加しております。 

  財産収入では、町有地売払収入３６６万５，０００円、町有林樹木伐採売払収入

３０９万７，０００円を追加するなど、合計で６５９万２，０００円を追加しておりま

す。 

  寄附金では、ふるさと応援寄附金７４３万５，０００円などを追加し、合計で

７５３万４，０００円を追加しております。 

  繰入金では、財政調整基金繰入金１億円、公共施設整備基金繰入金２，０００万円な

どを減額し、合計で１億２，４４０万円を減額しております。 

  繰越金では、前年度繰越金７，９０２万５，０００円を追加しております。 

  町債では、道路橋梁改良舗装事業債４，５００万円を追加するとともに、臨時財政対

策債１，５７７万３，０００円などを減額し、合計で２，４４２万７，０００円を追加

しております。 

  次に、歳出につきまして、主なものをご説明申し上げます。 

  総務費では、財政調整基金積立金６，０００万円などを追加するとともに、決算見込

みに伴う補正として、地域防災対策事業費３３８万２，０００円などを減額し、合計

５，９４６万１，０００円を追加しております。 

  民生費では、決算見込みに伴う補正として、障がい者自立支援給付等事業費６３８万

９，０００円などを追加するとともに、障がい者医療費支給事業費８９９万

５，０００円などを減額し、合計で１，５８９万円を減額しております。 

  衛生費では、決算見込みに伴う補正として、城南衛生管理組合ごみ・し尿負担金

５０１万４，０００円などを減額し、合計で１，２５７万４，０００円を減額しており

ます。 

  農林水産業費では、国の追加配分予算を受け実施する地籍調査事業費２，８００万円

を追加するとともに、決算見込みに伴う補正として、大福集団茶園造成事業費

５，２５０万円などを減額し、合計で２，９２７万４，０００円を減額しております。 

  商工費では、決算見込みに伴う補正として、地域おこし協力隊事業費３０６万
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４，０００円を減額しております。 

  土木費では、国の補正予算の事業採択に伴い実施する新市街地連絡道路整備事業費

１億円を追加するとともに、決算見込みに伴う補正として、公共下水道事業特別会計繰

出金９３７万９，０００円などを減額し、合計で８，４２９万３，０００円を追加して

おります。 

  消防費では、決算見込みに伴う補正として、団員報酬等及び支部活動補助金３５５万

７，０００円などを減額し、合計で４９１万４，０００円を減額しております。 

  教育費では、決算見込みに伴う補正として、住民テニスコート等改修事業費８８万円

などを減額し、合計で３４４万９，０００円を減額しております。 

  公債費では、決算見込みに伴う補正として、長期債利子償還金３９２万６，０００円

などを減額し、合計で４７５万８，０００円を減額しております。 

  次に、「第２表 繰越明許費」につきましては、地籍調査事業費、宇治田原山手線整

備事業費、新市街地連絡道路整備事業費、道路施設長寿命化修繕事業費、林業施設災害

復旧費の所要額を翌年度へ繰り越すものでございます。 

  次に、「第３表 地方債補正」につきましては、道路橋梁改良舗装事業費において地

方債を活用するための既定の限度額を増額するとともに、その他の事業につきましては、

事業費の確定により起債対象額が減額したため、既定の限度額を減額するものでござい

ます。 

  続きまして、議案第２号、平成２９年度宇治田原町国民健康保険特別会計（事業勘

定）補正予算（第５号）につきましては、補助金及び拠出金等の確定により

４，８４７万６，０００円を減額し、補正後の予算総額を１３億２，８７８万

４，０００円とするものでございます。 

  歳入では、繰入金１，０００万円を追加するとともに、国庫支出金１，２４６万

１，０００円、府支出金２４６万１，０００円、共同事業交付金４，３５５万

４，０００円を減額し、歳出では、保険給付費１，６２３万９，０００円、共同事業拠

出金３，１７７万１，０００円、保健事業費４６万６，０００円を減額しております。 

  続きまして、議案第３号、平成２９年度宇治田原町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）につきましては、後期高齢者医療保険料の調定額の増加及び保健基盤安定繰

入金の確定等により、６８８万円を追加し、補正後の予算総額を１億８３７万

１，０００円とするものでございます。 

  歳入では、後期高齢者医療保険料６５１万円、繰越金１２７万９，０００円を追加す
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るとともに、繰入金９０万９，０００円を減額し、歳出では、後期高齢者医療広域連合

納付金６８８万円を追加しております。 

  続きまして、議案第４号、平成２９年度宇治田原町介護保険特別会計補正予算（第

４号）につきましては、保険給付費等の決算見込みなどに伴い補正を行うものでござい

ます。 

  まず、保険事業勘定では、補正額は３，８５７万４，０００円を追加し、補正後の予

算総額を７億８，４２１万円とするものでございます。 

  歳入では、保険料２，３５７万９，０００円、府支出金６４７万８，０００円、繰越

金１，１５１万７，０００円などを追加し、国庫支出金５５万円、繰入金３０６万

２，０００円を減額しております。歳出では、保険給付費１，５６２万７，０００円、

基金積立金２，３８１万４，０００円を追加し、総務費８６万７，０００円を減額して

おります。 

  次に、介護サービス事業勘定では、事業費の決算見込みに伴い、補正額は９６万

８，０００円を追加し、補正後の予算総額を５２４万８，０００円とするものでござい

ます。 

  続きまして、議案第５号、平成２９年度宇治田原町公共下水道事業特別会計補正予算

（第４号）につきましては、各種事業の決算見込みに伴い補正するもので、補正額は

５，６４６万２，０００円を減額し、補正後の予算総額を６億２，０４２万

６，０００円とするものでございます。 

  まず、「第１表 歳入歳出予算補正」につきましては、歳入では、繰越金７４５万

９，０００円を追加するとともに、分担金及び負担金５４万８，０００円、使用料及び

手数料５６９万２，０００円、国庫支出金１，８００万円、繰入金９３７万

９，０００円、諸収入７５０万２，０００円、町債２，２８０万円をそれぞれ減額し、

歳出では、総務費１７０万６，０００円、公共下水道事業費５，００７万円、浄化槽整

備推進事業費３６０万３，０００円、公債費１０８万３，０００円をそれぞれ減額して

おります。 

  次に、「第２表 繰越明許費」につきましては、公共下水道管渠整備に係る事業費を

翌年度に繰り越すものでございます。 

  次に、「第３表 地方債補正」につきましては、公共下水道事業債などについて、事

業費の決算見込みから起債対象額が減額したため、既定の限度額を減額するものでござ

います。 
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  続きまして、議案第６号、平成２９年度宇治田原町水道事業会計補正予算（第３号）

につきましては、決算見込みに伴い補正するものでございます。 

  まず、収益的収入及び支出につきましては、水道事業収益で３９６万８，０００円を

追加し、補正後の予算総額を３億２，１８８万３，０００円に、水道事業費用で

２１８万２，０００円を減額し、補正後の予算総額２億８，２５３万７，０００円とす

るものでございます。 

  水道事業収益では、営業外収益で、長期前受金戻入１４３万８，０００円及び消費税

還付金２５３万円を追加しております。 

  水道事業費用では、営業費用で、原水及び浄水費２２９万４，０００円、配水及び給

水費６０万２，０００円、総経費４５０万９，０００円を減額するとともに、資産減耗

費５２２万３，０００円を追加しております。 

  次に、資本的収入及び支出につきましては、資本的支出で１，８３４万９，０００円

を減額し、補正後の予算総額を７，８６３万２，０００円に、資本的支出で９２３万

４，０００円を減額し、補正後の予算総額を２億５，２９３万円とするものでございま

す。 

  資本的収入では、負担金１，８３４万９，０００円を減額しております。 

  資本的支出では、建設改良費で固定資産購入費４４万２，０００円、配水設備改良費

６６３万円、拡張事業費２１６万円２，０００円をそれぞれ減額しております。 

  続きまして、議案第７号、平成３０年度宇治田原町一般会計予算につきましては、第

５次まちづくり総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、宇治田原山手

線及び関連する幹線道路の整備、役場新庁舎の建設など、将来の活力あるまちづくりの

根幹をなす事業を具体的かつ積極的に推進するとともに、あわせて人口減少の克服と地

域創生の着実な推進を図るため、「未来へはばたく宇治田原創造予算」として高齢者施

策や少子化対策、まちの基盤整備、移住・定住施策、観光振興等の事業に対し、積極か

つ重点的に予算配分を行い、前年対比１５．２％増、金額にして７億３００万円増の予

算総額５３億３，８００万円とした過去最大となる積極型予算を編成したところであり

ます。 

  まず、「第１表 歳入歳出予算」の歳入につきましては、平成２９年度地方財政計画

に見込まれる数値や前年度の収入見込み額をもとに適正な歳入見積額の算定に努め、収

支の均衡を図り、予算を計上しております。 

  町税は、前年度収入見込み額や今後の景気動向等を考慮し、町民税及び町たばこ税の
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減を見込み、全体で０．９％減、１５億６，８３０万４，０００円を計上しております。 

  地方譲与税は、地方揮発油譲与税及び自動車重量譲与税を合わせたものであり、前年

度収入見込み額及び地方財政計画をもとに算定し、全体で４，１７０万円を計上してお

ります。 

  地方消費税交付金などの各種交付金は、前年度収入見込み額及び地方財政計画をもと

に算定し、合計で３．８％増の２億４，２６８万円を計上しております。 

  地方交付税につきましては、国の地方財政計画において総額で２．０％の減額が示さ

れているところですが、本町では、普通交付税を算定する上での基準財政需要額の増加

が想定されることから、普通交付税は６．６％増の８億円で計上するとともに、特別交

付税も４．２％増の１億２，５００万円を見込み、地方交付税全体としては６．３％増

の９億２，５００万円を計上しております。 

  分担金及び負担金は、土地改良事業分担金の減などにより、２６．６％減の

６，１３８万４，０００円を計上しております。 

  使用料及び手数料は、前年度収入見込み額等をもとに算定し、２．２％増の

４，５２９万１，０００円を計上しております。 

  国庫支出金では、社会資本整備総合交付金や防災安全交付金の増などにより、

２８．１％増の４億９，９００万７，０００円を計上しております。 

  府支出金では、国土調査費補助金の増により、９．３％増の３億２，６４０万

４，０００円を計上しております。 

  財産収入では、各種基金の運用利子などであり、前年度収入見込み額をもとに算定し、

３０．１％減の３５７万３，０００円を計上しております。 

  寄附金は、ふるさと応援寄附金の増により、２９９．９％増の２，０００万

１，０００円を計上しております。 

  繰入金では、歳入不足を補うため、財政調整基金繰入金２億９，０００万円を計上す

るとともに、事業の特定財源として、庁舎建設基金繰入金３億８，５６０万円、公共施

設整備基金繰入金９，２２０万円、ふるさと応援基金繰入金８５０万円等を計上し、繰

入金全体では、７１．２％増の８億６８７万円を計上しております。 

  繰越金では、決算剰余金が生じた場合、翌年度の財源として繰り越すもので、

１，０００万円を計上しております。 

  諸収入は、前年度収入見込み額等をもとに算定し、４．９％増の４，１６８万

７，０００円を計上しております。 
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  町債は、地方交付税の代替措置として発行する臨時財政対策債を１．９％減の２億

１，０００万円を計上する一方で、都市公園整備事業債等の建設事業債を５４．６％増

の５億３，６１０万円を計上するなど、町債全体では、３３．１％増の７億

４，６１０万円を計上しております。 

  次に、歳出ですが、議会費では、議員報酬や議会の活動に要する経費８，８５６万

５，０００円を計上しております。 

  総務費では、総務管理費、徴税費、戸籍住民基本台帳費、選挙費、統計調査費、監査

委員費の６項目で、１０億５，３２４万９，０００円を計上しております。 

  総務管理費で、新庁舎建設基本構想並びに同計画に基づく新庁舎建設の経費をはじめ、

新庁舎の什器整備、移転計画の策定経費、移住・定住推進加速化事業費、情報伝達シス

テム整備事業費などで９億４，６３７万２，０００円を計上しており、徴税費では、京

都地方税機構負担金や固定資産評価整備事業など６，６３４万６，０００円、選挙費で

は、選挙管理委員会の運営経費をはじめ、京都府知事選挙及び京都府議会議員選挙に要

する経費７８０万４，０００円を計上しております。 

  民生費では、社会福祉費、児童福祉費の２項目で１２億５，８３５万３，０００円を

計上しております。 

  社会福祉費で、出生から中学校卒業までの医療費助成を行う子育て支援医療費支給事

業をはじめ、老人福祉センターの運営経費など８億３，６７９万３，０００円を計上し

ており、児童福祉費で、子ども・子育て支援の指針となる事業計画策定経費、保育所の

運営費とともに、保育所園庭整備事業費など４億２，１５６万円を計上しております。 

  衛生費では、保健衛生費、清掃費の２項目で３億４，９８３万８，０００円を計上し

ております。 

  保健衛生費では、健康づくり啓発イベント開催経費、各種健康事業、健康診査等の経

費をはじめ、母子保健事業や健康増進事業、各種がん検診や予防接種費、助成事業費の

経費、家庭用太陽光発電蓄電設備設置補助など１億４，２７８万円を計上しており、清

掃費では、不燃物及び資源化物収集事業費をはじめ、ごみ処理に要する城南衛生管理組

合への負担金など２億７０５万８，０００円を計上しております。 

  労働費では、町内企業の雇用や就業者の町内移住の促進を図るための経費をはじめ、

林業従事者の雇用確保のため、町有林を適切に管理する経費として１，７６１万

１，０００円を計上しております。 

  農林水産業費では、農業費、林業費、水産業費の３項目で１億６，４４７万



２６ 

５，０００円を計上しております。 

  農業費で、農業委員会の運営経費をはじめ、農業振興地域整備計画策定事業、農林業

振興事業費補助金、大福茶園再造成事業費１億２，１４８万８，０００円を計上してお

り、林業費で、森林所有者等が行う森林境界の明確化等を支援する経費をはじめ、木の

駅プロジェクト調査研究事業、有害鳥獣対策事業など４，２８３万７，０００円、水産

業費で、漁業組合助成金１５万円を計上しております。 

  商工費では、宇治田原創業支援事業をはじめ、お茶の京都観光まちづくり推進事業、

お茶の京都交流拠点整備推進事業、家康伊賀越えの道整備事業など１億１，００６万

７，０００円を計上しております。 

  土木費では、土木管理費、道路橋梁費、河川費、住宅費、都市計画費の５項目で

１０億３，９０３万３，０００円を計上しております。 

  土木管理費で、一般管理経費５，７８７万６，０００円を計上しており、道路橋梁費

で、平成３５年度完成予定の新名神高速道路の建設にあわせて整備する宇治田原山手線

の工事委託費をはじめ、新市街地との連絡道路として整備する南北線等の道路工事等の

経費、町道新設改良事業費など４億３，２６９万３，０００円、河川費３０５万円、住

宅費１３０万８，０００円、また、都市計画費で、空家等総合対策事業をはじめ、新市

街地都市公園整備事業を合わせて５億４，４１０万６，０００円を計上しております。 

  消防費では、京田辺市消防本部に消防事務を委託する経費をはじめ、消防団活動に要

する経費として２億５，２７２万８，０００円を計上しております。 

  教育費では、教育総務費、小学校費、中学校費、社会教育費、保健体育費の５項目で

５億５，９８１万円を計上しております。 

  教育総務費では、寺子屋「うじたわら学び塾」の運営経費をはじめ、高校生通学費補

助金など１億２，１５３万１，０００円を計上しており、小学校費で、経年劣化等が見

られる学校施設の修繕費用、カリキュラム・マネジメント調査研究事業などで

７，７８８万４，０００円を、中学校費で、府内産材を活用して経年劣化等が見られる

学校施設の修繕費、英語力向上推進事業費などで５，０８４万１，０００円を計上して

おります。また、社会教育費で、奥山田化石ふれあい広場整備事業をはじめ、その運営

経費、生涯学習推進事業、文化財管理保全事業、総合文化センター維持管理経費など

１億７，０１９万５，０００円を計上しており、保健体育費では、体育協会助成金をは

じめ、体育施設運営経費、共同調理場の改修工事経費など１億３，９３５万

９，０００円を計上しております。 
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  災害復旧費では、農林水産施設災害復旧費、公共土木施設災害復旧費で３，９２９万

８，０００円を計上しております。 

  農林水産施設災害復旧費では、平成２９年度に発生した農地農業用施設災害の復旧に

要する経費のほか、万一の災害に備えた復旧事業の経費３，４２０万５，０００円、公

共土木施設災害復旧費で５０９万３，０００円を計上しております。 

  公債費では、平成２９年度末長期債現在高見込み４６億９７５万９，０００円に対し

て、元利償還金及び一時借入金利子として４億２９７万３，０００円を計上しておりま

す。 

  次に、「第２表 債務負担行為」につきましては、新庁舎什器整備・移転計画策定事

業の平成３２年度まで、子ども・子育て支援事業計画策定事業の平成３１年度まで、農

業振興地域整備計画策定事業の平成３１年度までの債務負担限度額を定めるものでござ

います。 

  次に、「第３表 地方債」につきましては、情報伝達システム整備事業費をはじめと

する１１の起債について限度額などを定めるものでございます。 

  続きまして、議案第８号、平成３０年度宇治田原町国民健康保険特別会計（事業勘

定）予算につきましては、予算総額は、歳入歳出それぞれ１１億３７１万９，０００円

で、前年度比１８％の減額となっております。 

  歳入では、国民健康保険税２億３，２３２万円、府支出金７億６，３０２万

３，０００円、繰入金１億６５８万４，０００円などを計上しております。 

  歳出では、保険給付費７億４，８３０万６，０００円、国民健康保険事業費納付金

２億８，９５５万３，０００円、保健事業費２，２６４万９，０００円などを計上して

おります。 

  続きまして、議案第９号、平成３０年度宇治田原町後期高齢者医療特別会計予算につ

きましては、予算総額は、歳入歳出それぞれ１億１，０９０万７，０００円で、前年対

比９．３％の増額となっております。 

  歳入では、後期高齢者医療保険料８，１７３万８，０００円、繰入金２，６８６万

６，０００円などを計上しており、歳出では、後期高齢者医療広域連合納付金１億

５０１万８，０００円などを計上しております。 

  続きまして、議案第１０号、平成３０年度宇治田原町介護保険特別会計予算につきま

しては、予算総額は、歳入歳出それぞれ８億５３８万円で、前年対比７．６％の増額と

なっています。 
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  まず、保険事業勘定ですが、歳入では保険料１億７，３１５万７，０００円、国庫支

出金１億６，４２２万１，０００円、支払基金交付金２億１３７万３，０００円、府支

出金１億１，４２７万８，０００円、繰入金１億４，７２５万９，０００円などを計上

しており、歳出では、保険給付費７億２，６０５万１，０００円、地域支援事業費

４，６０５万７，０００円などを計上しています。 

  続きまして、介護サービス事業勘定ですが、歳入では、サービス収入として予防給付

費収入など４８４万７，０００円、歳出では、事業費として居宅介護支援事業費など

４８４万７，０００円を計上しております。 

  続きまして、議案第１１号、平成３０年度宇治田原町公共下水道事業特別会計予算に

つきましては、予算総額は、歳入歳出それぞれ６億９，５５８万９，０００円、前年対

比は３．３％の増額となっております。 

  まず、「第１表 歳入歳出予算」ですが、歳入では、分担金及び負担金９９２万

２，０００円、使用料及び手数料８，７７９万２，０００円、国庫支出金１億

１，０００万円、繰入金２億３，０７７万９，０００円、諸収入３，６２９万

６，０００円、町債２億２，０２０万円などを計上しております。 

  歳出では、総務費１億５，９９６万７，０００円、公共下水道事業費３億２０１万円、

浄化槽整備推進事業費２５６万３，０００円、公債費２億３，０５４万９，０００円な

どを計上しております。 

  次に、「第２表 債務負担行為」につきましては、宇治田原浄化センターと郷之口中

継ポンプ場の運転管理委託である処理場施設維持管理費２億円の債務負担行為を設定す

るものでございます。 

  次に、「第３表 地方債」につきましては、公共下水道事業債などにおいて起債限度

額を定めるものでございます。 

  続きまして、議案第１２号、平成３０年度宇治田原町水道事業会計予算につきまして

は、支出予算総額４億８，４３３万２，０００円で、前年対比１１．４％の減額となっ

ております。 

  まず、収益的収入及び支出の予算につきましては、水道事業収益３億７６５万

７，０００円、水道事業費用２億８，８５１万４，０００円を計上しております。 

  水道事業収益では、営業収益の給水収益２億１，０３０万５，０００円、営業外収益

の受取利息１５万４，０００円などを計上しており、水道事業費用では、営業費用の原

水及び浄水費６，８３７万円、減価償却費１億１，８４６万９，０００円、営業外費用
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の支払利息及び企業債取扱諸費１，２３３万７，０００円などを計上しております。 

  次に、資本的収入及び支出の予算額につきましては、資本的収入９，３９４万

２，０００円、資本的支出１億９，５８１万８，０００円を計上しております。 

  資本的収入では、企業債４，３９０万円、負担金４，５１０万円などを計上しており、

資本的支出では、建設改良費の配水設備改良費５，９００万円、拡張事業費

４，０５０万円、企業債償還金７，５５８万２，０００円などを計上しております。 

  なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１億１８７万６，０００円は、

当年度分損益勘定留保資金等で補塡することとしております。 

  続きまして、議案第１５号、宇治田原町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関す

る条例の一部を改正する条例を制定するにつきましては、平成３０年２月２０日の特別

職報酬等審議会の答申を受け、町議会の議員の報酬額について所要の改正を行うもので

ございます。改正内容は、議会運営委員会委員長の報酬月額を常任委員長と同額の

２５万円とするものでございます。 

  続きまして、議案第１７号、宇治田原町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を

制定するにつきましては、平成３０年度から国民健康保険制度が都道府県単位で運営す

ることに伴い、京都府から示される標準保険料率をもとに保険税率を設定するため、国

民健康保険税の税率等の改正及び国民健康保険事業納付金を納付するための課税額の定

義変更を行うための改正を行うものでございます。 

  続きまして、議案第２０号、宇治田原町介護保険条例の一部を改正する条例を制定す

るにつきましては、３年に１度見直しを行う介護保険事業計画の策定により保険料率適

用期間の改正を行うとともに、介護保険法施行令の一部改正に伴い、第１号被保険者の

介護保険料の段階判定の基準について、合計所得額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得

に係る特別控除額及び公的年金等に係る雑所得を控除した額を用いるため、所要の改正

を行うものでございます。 

  以上、よろしくご審議を賜り、ご可決いただきますようお願いを申し上げます。 

○議長（田中 修） 提案理由の説明が終わりましたので、各議案に対する質疑を行いま

す。質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 各議案に対する質疑を終わります。 

  お諮りいたします。ただいま議題となっております１５議案につきましては、予算特

別委員会に付託することにいたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 異議なしと認めます。よって、議案第１号から議案第１２号、議案

第１５号及び議案第１７号並びに議案第２０号の１５議案は、予算特別委員会に付託す

ることに決定いたしました。 

────────────────────────────────────────── 

◎議案第１３号、議案第１４号、議案第１６号、議案第１８号及び議案

第１９号並びに議案第２１号～議案第３８号の一括上程、説明、質疑、

委員会付託 

○議長（田中 修） 会議規則第３７条により、日程第２１から日程第４３まで、議案第

１３号、議案第１４号、議案第１６号、議案第１８号及び議案第１９号並びに議案第

２１号から議案第３８号までの２３議案を一括議題といたします。 

  提出者より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（西谷信夫） それでは、議案第１３号、議案第１４号、議案第１６号、議案第

１８号及び議案第１９号並びに議案第２１号から議案第３８号までの２３議案につきま

してご説明を申し上げます。 

  議案第１３号、宇治田原町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を

定める条例を制定するにつきましては、介護保険法の改正により指定居宅介護支援事業

者の指定等の事務が町村に移管されることに伴い、指定居宅介護支援事業の基準等厚生

労働省令及び京都府の条例で定めている事項を本町の条例で制定するものでございます。 

  主な内容といたしましては、事業所が配置すべき人員や内訳や運営などに関する基準

について定めるものでございます。 

  続きまして、議案第１４号、宇治田原町お茶の京都交流拠点施設の設置及び管理に関

する条例を制定するにつきましては、地域住民の方々と協働で描いた湯屋谷活性化構想

「やんたん未来プラン」に基づき、湯屋谷茶工場をお茶の京都交流拠点施設として整備

したことから、その設置及び管理に関する条例を制定するものでございます。 

  続きまして、議案第１６号、宇治田原町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正す

る条例を制定するにつきましては、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政

令の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。 

  改正内容は、扶養手当支給額をもとに定めている補償基礎額の加算額について、平成

３０年４月１日に扶養手当支給額が改定されることから、当該加算額を改正するもので

ございます。 
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  続きまして、議案第１８号、宇治田原町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正す

る条例を制定するにつきましては、高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴い、

住所地特例の国民健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度に加入した場合、当該住所

地特例の適用を引き継ぎ、従前の住所地の後期高齢者医療の被保険者となることに伴い、

条例に規定する保険料を徴収すべき被保険者の規定等の改正を行うものでございます。 

  続きまして、議案第１９号、宇治田原町国民健康保険条例の一部を改正する条例を制

定するにつきましては、国民健康保険法施行令の一部が改正され施行されることに伴い、

平成３０年度から都道府県単位で国民健康保険制度を運営することとなったため、国民

健康保険運営協議会の名称等を改正するものでございます。 

  続きまして、議案第２１号、宇治田原町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定するにつきましては、

平成３０年度介護報酬改定にかかわる運営基準等の改正及び地域包括ケアシステムの強

化のための介護保険法等の一部改正に伴い、改正を行うものでございます。 

  主な改正内容は、新たな介護保険施設、介護医療院の創設による文言の追加、共生型

サービスの創設による共生型地域密着型通所介護に関する基準を新設する等、所要の改

正を行うものでございます。 

  続きまして、議案第２２号、宇治田原町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定するにつきまし

ては、平成３０年度介護報酬改定にかかわる運営基準等の改正及び地域包括ケアシステ

ムの強化のための介護保険法等の一部改正に伴い、改正を行うものでございます。 

  主な改正内容は、新たな介護保険施設、介護医療院の創設による文言の追加、身体的

拘束等の適正化を図るための措置等、所要の改正を行うものでございます。 

  続きまして、議案第２３号、宇治田原町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並

びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例を制定するにつきましては、平成３０年度介護報酬改定

にかかわる運営基準等の改正及び地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の

一部改正に伴い、改正を行うものでございます。 

  主な改正内容は、共生型サービスの創設により、指定介護予防支援事業者が連携する

事業所の種類に指定特定相談支援事業所を追加するとともに、指定介護予防支援事業所

は、利用者が複数の居宅サービス事業所の紹介を求めることができる旨を説明すること
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を義務づけるための改正を行うものでございます。 

  続きまして、議案第２４号、宇治田原町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定するにつきましては、第

７次地方分権一括法により就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進

に関する法律の一部が改正されたため、本条例について所要の改正を行うものでござい

ます。 

  続きまして、議案第２５号、宇治田原町都市公園等の設置の基準に関する条例の一部

を改正する条例を制定するにつきましては、都市公園法施行令等の改正に伴い、都市公

園を設置する場合における住民１人当たりの敷地面積の標準について改正するとともに、

都市公園の敷地面積における運動施設の敷地割合を１００分の５０とするなど、所要の

改正を行うものでございます。 

  続きまして、議案第２６号、宇治田原町有林管理条例の一部を改正する条例を制定す

るにつきましては、森林を取り巻く環境変化に柔軟に対応し、かつ公益的な機能のさら

なる充実を推進するため、管理委員会の組織構成及び任務内容について所要の改正を行

うものでございます。 

  主な改正内容は、委員会の委員について森林の管理経営に専門的知識を有する者を

３名から５名とするものでございます。 

  続きまして、議案第２７号、宇治田原町放課後児童健全育成施設の設置及び管理に関

する条例の一部を改正する条例を制定するにつきましては、田原児童育成施設の新築移

転に伴い、設置場所を変更するとともに、国の放課後児童健全育成事業の設備及び運営

に関する基準に倣い、職員の呼称を放課後児童支援員に統一する等の改正を行うもので

ございます。 

  続きまして、議案第２８号から議案第３７号までの１０議案につきまして、ご説明申

し上げます。 

  この１０議案につきましては、宇治田原町奥山田ふれあい交流館など１０施設につい

ての指定期間が平成３０年３月３１日に満了することに伴い、引き続きこれら１０施設

について地方自治法第２４４条の２第３項の規定により指定管理者を指定しようとする

ため、同条第６項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

  これらの施設については全て地域に密着した施設であり、これまでから指定管理者で

ある公共的団体により適切に管理運営が行われてきたところであり、今後とも円滑な管

理運営が期待できることから、引き続き、これらの団体を指定管理者として指定しよう
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とするものでございます。 

  議案第２８号では、宇治田原町奥山田ふれあい交流館は奥山田区、議案第２９号では、

宇治田原町老人福祉センターやすらぎ荘は社会福祉法人宇治田原町社会福祉協議会、議

案第３０号及び議案第３１号では、銘城台地区の２公園について銘城台自治会を指定し、

議案第３２号から議案第３４号までの緑苑坂地区の３公園について緑苑坂自治会、議案

第３５号では、宇治田原町林業センターは宇治田原町森林組合、議案第３６号では、森

林総合利用施設（末山及びくつわ池自然公園）は郷之口生産森林組合、議案第３７号で

は、宇治田原町商工センターは宇治田原町商工会を指定管理者として指定するものでご

ざいます。 

  なお、指定期間につきましては、いずれの施設におきましても平成３０年４月１日か

ら平成３３年３月３１日までとしております。 

  続きまして、議案第３８号、宇治田原町営土地改良事業（平成２９年災害復旧事業）

の実施につきましては、平成２９年１０月２１日から２３日発生の台風２１号豪雨災害

により被災した農地及び農業用施設について、町営土地改良事業として復旧工事を実施

するため、土地改良法第９６条の４第１項において準用する同法第８７条の５第１項の

規定により議会の議決を求めるものでございます。 

  以上、よろしくご審議を賜りまして、ご可決いただきますようよろしくお願いを申し

上げます。 

○議長（田中 修） 提案理由の説明が終わりましたので、各議案に対する質疑を行いま

す。質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 各議案に対する質疑を終わります。 

  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第１４号、議案第１６号、議

案第２５号、議案第２６号及び議案第２８号並びに議案第３０号から議案第３８号の合

計１４議案は、総務建設常任委員会に、議案第１３号、議案第１８号、議案第１９号、

議案第２１号から議案第２４号及び議案第２７号並びに議案第２９号の合計９議案は、

文教厚生常任委員会にそれぞれ付託することにいたしたいと思います。これにご異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 異議なしと認め、ただいま申しましたとおり、２３議案につきまし

ては総務建設常任委員会、文教厚生常任委員会に付託することに決定いたしました。 
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  お諮りいたします。以上で本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれにて散会

いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 異議なしと認めます。よって、本日はこれにて散会することに決定

しました。 

  次回は３月８日午前１０時から会議を開きますので、ご参集のほどよろしくお願い申

し上げます。 

  なお、本日付託いたしました議案につきましては、それぞれの所管の委員会において

十分な審査をお願いいたします。 

  本日は大変ご苦労さんでございました。 

散  会   午後 ０時０３分 
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